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平成21年度から市営住宅の制度が変わります

　「公営住宅法施行令」、「住宅地区改良法施行令」、「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則」の
一部が改正されたことに伴い、市営住宅に入居できる条件や入居後の収入超過者・高額所得者の基準が平成21年４月
から改定されます。
　今回の見直しは、石巻市だけに限らず政令などの改正による制度の見直しにより全国一律ですので、該当市営住宅
に入居を希望される方、あるいは既にお住まいの皆さんには、ご理解をいただきますようお願いします。

⑴入居収入基準の見直し
　・入居収入基準の見直しにより、下記の基準額を超える方は入居申し込みができなくなります。

　　※政令月収　　　　：　所得金額の合計から親族控除などを行った上で、月収換算した金額
　　※裁量階層対象者　：　高齢者世帯、障害者の方や小学校就学前の子どもが同居する世帯など
　・収入超過者、高額所得者の収入基準額が変わります。

　　※収入超過者：市営住宅に引き続き３年以上入居し、政令月収を超える方
　　※高額所得者：市営住宅に引き続き５年以上入居し、最近２年間引き続き政令月収を超える方
⑵家賃制度の見直し
　・普通市営住宅家賃はA家賃算定基礎額×市町村立地係数×B規模係数×経過年数係数×利便性係数で算定
　　されますが、そのうちのA家賃算定基礎額、B規模係数が変わります。
⑶経過措置
　・既に普通市営住宅に入居している方については、制度改正後の新家賃が平成20年度家賃を上回る場合は、
　　急激な負担増を避けるため、５年間かけて新家賃制度へ移行することになります。なお、収入超過、高額
　　所得の収入基準についても、平成26年３月31日までの５年間は改正前の基準となります。

１．普通市営住宅

改正前（現在） 改正後（平成２１年４月～）
政令月収　　２００，０００円
政令月収　　２６８，０００円

政令月収　　１５８，０００円
政令月収　　２１４，０００円

問　建築課（内線290・291）問

収　入
超過者

高　　額　　所　　得　　者

一　　般　　申　　込　　者
裁　量　階　層　対　象　者

⑴入居収入基準の見直し
　・入居収入基準の見直しにより、下記の収入基準額を超える方は入居申し込みができなくなります。

　・収入超過者、高額所得者の収入基準額が変わります。

⑵経過措置
　・既に改良市営住宅に入居している方については、制度改正後５年間は、改正前の収入基準により収入超過
　　者、高額所得者と認定し、現行の認定基準を超えない限り、新たな収入超過者、高額所得者と認定される
　　ことはありません。
　　※改良市営住宅とは、住宅地区改良法に基づき建設・管理される住宅であり、市営水押住宅１～４号棟、市営南浜町
　　　住宅１～３号棟、市営鹿妻住宅２・３号棟が該当します。

２．改良市営住宅

改正前（現在） 改正後（平成２１年４月～）
政令月収　　２００，０００円
政令月収　　２６８，０００円

政令月収　　３９７，０００円

政令月収　　１５８，０００円
政令月収　　２１４，０００円

政令月収　　３１３，０００円

一 般 入 居 者
裁量階層対象者

改正前（現在） 改正後（平成２１年４月～）
政令月収　　１３７，０００円
政令月収　　１７８，０００円

政令月収　　１１４，０００円
政令月収　　１３９，０００円

収　入
超過者

一　　般　　入　　居　　者
裁　量　階　層　対　象　者

改正前（現在） 改正後（平成２１年４月～）
政令月収　　１３７，０００円
政令月収　　１７８，０００円

政令月収　　１１４，０００円
政令月収　　１３９，０００円

一 般 申 込 者
裁量階層対象者



11 2009. 1

行
政
情
報

　組織の向上を目指し、真・報連相によるマネージメントセミナーを開
催します。多くの皆さんの参加をお待ちしています。

と　き　平成21年１月21日㈬　午後１時～４時30分
ところ　石巻ルネッサンス館１階マルチ交流ホール
講　師　人間力開発研究所　所長　蔵本光昭氏
内　容　「人間力開発による中堅管理者の部下育成と組織の活性化」
定　員　30人
参加無料　ただし、テキスト代900円（実費）負担願います。
申込方法　FAXまたは電話で申し込みください。
申　石巻産業創造㈱
　　（〒986-0032　石巻市開成1-35　☎92-1313　FAX93-9397）
問　石巻産業創造㈱　☎93-1313・市企業立地推進課（内線619）

●多重債務の解決方法（３ページ）
　「特定調停」は、債務者本人が手続き
をすることもでき、法律専門家に依頼
することもできます。
　「破産手続」は、「自己破産」のことを
示し、その方法の中に免責の手続きが
伴うことになります。
●多重債務に陥らないために（３ページ）
　「親切を装った広告にだまされない」
は、ヤミ金などの悪質業者の広告を指
します。

問　市民相談センター（内線319）

管理者・監督者研修会開催管理者・監督者研修会開催中小企業経営
セミナー

管理者・監督者に求められる人間力とは！

市報12月号の特集
「市民相談センターより」で、
一部説明不足がありましたので、

お知らせします。

問

申

問

⑴入居収入基準の見直し
　・入居収入基準の見直しにより、下記の基準額以外の方は入居申し込みができなくなります。

　・入居後、親族を特定公共賃貸住宅に同居させようとする者が同居することにより入居者にかかる所得が下
　　記の基準額を超える場合は同居できなくなります。

　　※特定公共賃貸住宅とは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき建設・管理される住宅であり、市営桃生
　　　メゾン白鳥、市営桃生メゾン北上、市営桃生メゾン的場、市営橋浦特定公共賃貸住宅、市営鮎川笹ヶ平特定公共賃貸住
　　　宅が該当します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 問　建築課（内線290・291）

３．特定公共賃貸住宅

改正前（現在） 改正後（平成２１年４月～）
月収　２００，０００円～６０１，０００円 月収　１５８，０００円～４８７，０００円

改正前（現在） 改正後（平成２１年４月～）
月収　６０１，０００円 月収　４８７，０００円
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地域 区分対　象　企　業　者 業　　種助　　成　　内　　容

助成が受けられる施設


